
様式第４号（第６条関係）
随意契約実施状況（建設工事等）

年度 所属名 見積日 工事（委託）名 工事（委託）概要 見積業者数 契約締結日 契約業者名 契約業者の所在 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約によることとした理由
審査会の

有無
備考

28
下水道建設

課
H28.4.5

松阪市公共下水道事業
大口排水区 大口ポンプ
場増設工事施工管理業
務委託（吐口工）

施工管理業務委託
(土木工事) 　N= 1
式

1 H28.4.6
(公財)三重県建設技術
センター

津市島崎町56番地           1,135,080           1,031,400

工事施工状況の確認を施工の節目において実
施し、施工について改善を要すると認めた事項
や現地における課題事項を適切に処理できる専
門的知識を有する技術者を的確に確保できるう
え、法令遵守及び秘密保持ができるなど本業務
委託の執行可能な体制を有している県内団体
は、(公財)三重県建設技術センターしかない。ま
た、発注者支援の資格を有し、施工体制の確保
に関する推進協議会において公共工事発注者
支援機関に認定されている。このような理由から
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
り随意契約とした。

無

28
下水道建設

課
H28.6.7

松阪市公共下水道事業
大口排水区 大口ポンプ
場増設工事(建築附帯)

ブロック積工　A=
79.1㎡
電波調査　N= 1式

1 H28.6.10 日本土建㈱松阪支店 松阪市宮町100番地9           4,919,400           4,563,000

本工事は、建築基準法第88条第1項による確認
申請において規定された構造物の築造と電波障
害の調査を行うものである。当初建築工事に含
めて設計していたが、崖条例によるブロック積み
の協議や確認申請などに時間を要し、今回の発
注となった。構造物は、建築工事と同時に施工
する必要があり、電波調査も建築物と密接な関
わりがある。このような理由から地方自治法施行
令第167条の2第1項第6号により随意契約とし
た。

無

28
下水道建設

課
H28.6.27

公共下水道台帳補正業
務委託

管渠情報データ作
成　L=14.2km
公共汚水桝データ
作成　N=948件
下水道区域データ
作成　N=1式
維持管理情報デー
タ作成　N=1式

1 H28.6.30 ㈱パスコ　三重支店
津市栄町三丁目222番
地

         11,456,640           9,828,000

当委託は、都市計画図(1/1000)を基図として下
水道管路施設の追加や修正を行い、そのデータ
は松阪市統合型GISに反映して全庁的に共有を
図れるようにするものであるが、下水道台帳や
排水設備申請図書等のデータは(株)パスコが構
築したシステムで蓄積されており、また、松阪市
統合型GISは(株)パスコが著作権を有するシステ
ムであり、(株)パスコ以外の業者が業務を実施
する場合、様々なリスク（他業者では地理情報シ
ステムを新規導入するか、既存データを一旦そ
の業者が扱えるデータ形式に変換したうえで(株)
パスコのサポートを得て松阪市統合型GISにセッ
トアップする必要等がある。）が生じることや、時
間と費用が多く必要になり負担が大きくなること
等が考えられる。このような理由から地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号及び6号により随
意契約とした。

有
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様式第４号（第６条関係）
随意契約実施状況（建設工事等）

年度 所属名 見積日 工事（委託）名 工事（委託）概要 見積業者数 契約締結日 契約業者名 契約業者の所在 予定価格（税込） 契約金額（税込） 随意契約によることとした理由
審査会の

有無
備考

28
下水道建設

課
H28.6.29

松阪市公共下水道事業
大口排水区 大口ポンプ
場増設工事施工管理業
務委託（ポンプ設備）

施工管理業務　N=
1式

1 H28.7.1
(公財)三重県建設技術
センター

津市島崎町56番地           2,683,800           2,439,720

工事施工状況の確認を施工の節目において実
施し、施工について改善を要すると認めた事項
や現地における課題事項を適切に処理できる専
門的知識を有する技術者を的確に確保できるう
え、法令遵守及び秘密保持ができるなど本業務
委託の執行可能な体制を有している県内団体
は、(公財)三重県建設技術センターしかない。ま
た、発注者支援の資格を有し、施工体制の確保
に関する推進協議会において公共工事発注者
支援機関に認定されている。このような理由から
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によ
り随意契約とした。

無

28
下水道建設

課
H28.7.13

機械設備機器価格調査
業務委託（宮町ポンプ場）

機器価格調査　N=
1式(7品目)

1 H28.7.19
 一般財団法人 建設物
価調査会　中部支部

名古屋市中区錦3丁目4
番6号

             733,320              723,600

当委託は、宮町ポンプ場改修（電気設備）工事
の発注に必要となる機器価格について適正な価
格を調査するもので、信頼性のある公正な価格
を求める為に公共工事価格調査が可能で、公共
工事の積算単価に採用している書籍の出版元で
ある業者は(一財)建設物価調査会中部支部しか
ない。このような理由から地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号により随意契約とした。

無

28
下水道建設

課
H28.8.1

中川西部・東部排水機場
草刈業務委託

草刈業務委託
A= 2.7千㎡
西部排水機場
A= 2.1千㎡
東部排水機場
A= 0.6千㎡

1 H28.8.4
東海メンテナンス株式
会社

津市栄町三丁目257番
地

             760,320              653,400

本業務は、排水機場の地上部だけでなく調整池
の水面を下げての作業があり、調整池内は人力
による作業となることから、断続的なポンプ運転
を作業と連動して行わなければならないことか
ら、現在排水機場の運転管理業務委託を受託し
ている業者に施工させた場合、円滑かつ適切な
作業を確保する上で有利と思われることから、地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号により
随意契約とした。

無

28
下水道建設

課
H28.11.9

外五曲排水機場自家発
電機Ｅ点検整備工事

外五曲排水機場自
家発電機E点検整
備　1式

1 H28.11.14 松岡産業株式会社
名古屋市中村区名駅南
四丁目10番18号

          1,642,680           1,447,200

当排水機場の自家発電機は、設置当初より松岡
産業株式会社により点検、整備等のメンテナン
スを行っており、他の既設設備と密接不可分な
関係にあります。このことから、他の業者に工事
を請け負わせた場合、設備等の使用に著しい支
障が生ずる恐れがあるため、設備の故障等が発
生した際にも、責任追及が最も明らかとされる。
このような理由から地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号により随意契約とした。

無
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審査会の

有無
備考

28
下水道建設

課
H28.12.7

松阪市公共下水道事業
松阪第3処理分区枝線管
渠工事(その1)

内径150mm管布設
工　L= 5.0m
マンホール設置工
N= 2箇所
汚水桝設置工　N=
1箇所
舗装復旧工　A= 61
㎡

1 H28.12.12
有限会社三重パイピン
グ工業

松阪市石津町27番地3           2,959,200           2,484,000

当工事は、民間の土地利用形態変更に伴う用途
廃止に関連して生じた下水道管路撤去及び機能
復旧工事であり、官民連携で行う全体施行延長
は、撤去L=64.8m、機能復旧L=20.5mである。上
記施行延長の内、協議による市負担は、撤去
L=12.3m、機能復旧L=5.0mとなった。市工事が全
体工事全体に占める割合は約20％(延長換算
で)、残り80％は民間施工であり工程調整及び施
工用地などの関連性から、地方自治法施行令第
167条の2第1項第6号により随意契約とした。

無
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